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資源有効利用促進法に基づく省令等の改正について（周知） 

 

 

今般、国土交通省より、資源有効利用促進法に基づく省令改正及びストック

ヤード運営事業者登録規定が公布された旨について添付のとおり周知依頼があ

りましたので、お知らせいたします。 

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会におか

れましては、会員への周知徹底につきご協力くださいますようお願いいたしま

す。 

 

 

【添付】 

・建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関

する判断の基準となるべき事項を定める省令（令和５年国土交通省第６号） 

・ストックヤード運営事業者登録規程（令和５年国土交通省告示第１５７号） 

・建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関

する判断の基準となるべき事項を定める省令（令和５年国土交通省告示第１５

８号） 


